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(57)【要約】
　【解決手段】　従来技術は、開錠の力が増加するのを
避けるためのロックの提供に問題がある。この問題を解
決するために提供されるロックは、回転ラッチと、回転
ラッチにラッチ係合する把持部とから構成される把持機
構を有するものである。前記回転ラッチおよび把持部は
、ラッチ係合のための回転防止面を有する。ラッチが係
合した状態では、前記回転ラッチの回転防止面は、前記
把持部の回転防止面に当接し、これにより前記回転ラッ
チが開錠位置の方向に回転可能となるのを防ぐ。前記ロ
ックはまた、前記把持機構の開錠位置で、前記回転ラッ
チの回転防止面が突き当たる接触面を備えた構成部品を
有する。まず最初に、この突き当りは、開錠位置で前記
回転ラッチの回転防止面上にダストが付く可能性がある
状況を防ぐ。加えて、この突き当りは、ダストの把持機
構内への侵入を低減する。これにより、耐用年数の増加
にともなう開錠力の増加を、避けることができる。
　【選択図】　　　図２



(2) JP 2014-509355 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転ラッチ（１）と、前記回転ラッチにラッチ係合するための爪部（２）と、前記回転
ラッチ（１）および前記爪部（２）に備わる、ラッチ係合のための回転防止面（４、５）
とから成る把持機構を有するロックであって、
　前記把持機構の開錠位置で、前記回転ラッチ（１）の回転防止面（５）が当接する、お
よび／または前記把持機構の少なくとも１つのラッチ係合位置で、前記回転ラッチ（１）
の表面（２５）に当接する少なくとも１つの接触面（１６）を備えた構成部品（１５）を
有するものであることを特徴とするロック。
【請求項２】
　請求項１記載のロックにおいて、前記把持機構は中間施錠位置および完全施錠位置を含
み、開錠状態で前記接触面に当接する前記回転ラッチの回転防止面（５）は、前記完全施
錠位置においてラッチ係合するように働くものであるロック。
【請求項３】
　前記請求項のうちのいずれか１つに記載のロックにおいて、前記回転防止面（５）は金
属からでできており、および／または前記接触面を備えた構成部品（１５）はエラストマ
ーできているものであるロック。
【請求項４】
　前記請求項のうちのいずれか１つに記載のロックにおいて、前記接触面を備えた構成部
品（１５）は、１若しくは２つの壁部（１７）および／またはウェブ（１８）によって支
持されるものであるロック。
【請求項５】
　前記請求項に記載のロックにおいて、前記壁部（１７）および／または前記ウェブ（１
８）は、好ましくはプラスチックでできたロックハウジングと接合されて、一体成形され
るものであるロック。
【請求項６】
　前記請求項のうちのいずれか１つに記載のロックにおいて、前記接触面を備えた構成部
品（１５）はまた、締め付けボルトおよび／または前記回転ラッチに対する減衰部材であ
るロック。
【請求項７】
　前記請求項に記載のロックにおいて、前記減衰部材は、装填溝に挿入するＬ字型の挿入
部材（１３、１４）であり、かつ前記接触面（１６）を有する突出延長部（１５）を含む
ものであるロック。
【請求項８】
　前記請求項に記載のロックにおいて、前記減衰部材の長いＬ脚部（１４）は保持脚であ
り、前記減衰部材の短いＬ脚部（１３）は前記締め付けボルトおよび前記回転ラッチに対
する減衰脚であるロック。
【請求項９】
　前記請求項に記載のロックにおいて、前記接触面を備えた構成部品（１５）は、剛性材
料で作成されたボルトが挿入される穴部（２１）を有する保持アーム（１４）を含むもの
であるロック。
【請求項１０】
　前記請求項のうちのいずれか１つに記載のロックにおいて、
　前記回転ラッチ（１）が置かれる、特に当該回転ラッチの各位置において置かれる線形
隆起部（２６）を有するものであるロック。
【請求項１１】
　前記請求項に記載のロックにおいて、前記線形隆起部（２６）は、前記接触面を備えた
構成部品（１５）に当接し、または前記接触面を備えた構成部品（１５）が位置する段部
（２３）に当接するものであるロック。
【請求項１２】
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　前記請求項のうちのいずれか１つに記載のロックを有する、自動車のドア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転ラッチと、回転ラッチとラッチ係合する爪部とを有する把持機構を備え
た、ドアまたはテールゲート／ゲート用のロックに関する。かかるロックは、例えば、独
国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書から既知である。
【背景技術】
【０００２】
　上述のロックにより、ドアまたはテールゲート／ゲートを用いて、自動車又は建物の開
口部を一時的にロックすることが可能である。かかるロックの施錠状態では、回転ラッチ
は、特に、車両の場合には一般に車体に取り付けられている弓型形状の締め付けボルトの
周りを把持する。回転ラッチが締め付けボルトによって開錠位置から旋回した後ロック位
置に達したとき、当該回転ラッチは最終的に爪部によってラッチ係合される。爪部の回転
防止面は、この場合、回転ラッチの回転防止面に当接し、回転ラッチが開錠位置の方向に
戻るように旋回するのを防止する。締め付けボルトは、もはや施錠位置の把持機構から逃
がれることができない。施錠位置において、回転ラッチおよび爪部の金属性回転防止面は
、ラッチ係合されている間互いに衝止し合っている。
【０００３】
　開錠するには、爪部はそのラッチ係合位置から移動して外れる必要がある。一旦爪部が
そのラッチ係合位置から移動して外れると、回転ラッチは開錠位置の方向に回転する。回
転ラッチの開錠位置、すなわち把持機構の開錠位置では、締め付けボルトは、ロックから
外れることが可能である。これにより、ドアおよびテールゲートは再び開放可能となる。
【０００４】
　爪部がそのラッチ係合位置から移動して外れた後の開錠位置の方向への回転ラッチの回
転は、それぞれのドアもしくはテールゲートの密閉圧力によって、またはバネによって引
き起こされ得る。かかる回転はまた、締め付けボルトが把持機構から取り外されることに
よっても引き起こされ得る。
【０００５】
　ロックは、回転ラッチの２つの異なるラッチ係合位置を含むことが可能である。回転ラ
ッチは、当初いわゆる中間施錠位置にラッチ係合し、その後継続して旋回することにより
施錠位置に、或いはいわゆる完全施錠位置に入る。中間施錠位置では、締め付けボルトは
把持機構から外れることができない、しかしながら、それぞれのドアまたはテールゲート
／ゲートは完全に施錠されてはいない。回転ラッチが完全施錠位置まで回転し、かつこの
位置でラッチ係合されたときにのみ、かかるドアまたはテールゲート／ゲートは完全に施
錠される。
【０００６】
　回転ラッチおよび爪部は、一般にロックケースの基部に回転自在に搭載される。ロック
ケースは、安定した固定を確実にするために、通常、金属で作製される。加えて、装置は
一般に、他の要素の中でも、また重量の関係で、汚れおよび湿気から保護するロックハウ
ジングカバーを含む既存のロックハウジングを含む。ロックハウジングおよびロックケー
スは、締め付けボルトを把持機構内に、または回転ラッチの切込みスロット内に入れるた
めの切込み部を形成する。
【０００７】
　上記の特性は、何か他のものが明示的に開示されない限り、本発明のロックの個別の部
品、または任意の組み合わせ部品とすることが可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　２つの回転防止面が、ラッチを掛けるために相互に向かって押し付けられ、かつダスト
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が表面上に積もると、把持機構を開錠するために要する力は、使用年数の増加とともに増
加する可能性がある。相互に向かって押し付ける回転防止面上に入り込んで積もるダスト
によって発生する可能性がある開錠力を低減するために、回転ラッチおよび爪部のかかる
回転防止面は金属で作成される。したがって、通常使用されるプラスチックコーティング
は、もはや必要とされない。しかしながら、かかる金属表面が使用される場合も、ダスト
粒子は開錠力の前記増加を生じる可能性があり、更なる対処が必要である。
【０００９】
　開錠力の増加を防止するロックを提供することが本発明の課題である。　
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題を解決するために、ロックは、請求項１に記載の特徴を含む。有利な実施形態
が、従属請求項に示される。
【００１１】
　この課題を解決するために、本発明は、回転ラッチおよび回転ラッチを掛けるための爪
部を具備する把持機構を備えるロックを提供する。回転ラッチおよび爪部は、ラッチを掛
けるために回転防止面を含む。ラッチを掛けた状態では、回転ラッチの回転防止面は爪部
の回転防止面上に当接し、回転ラッチが開錠位置の方向に回転する可能性を防止する。ロ
ックは、開錠位置および／またはラッチ係合位置のうち少なくとも１つで、回転ラッチの
回転防止面がそれに向かって突き当たる少なくとも１つの接触面を備える接触面を備えた
構成部品も具備する。回転ラッチが、そのラッチ係合位置で、構成部品の接触面のうちの
１つに向かって突き当たるとき、これは特に形状、すなわち負荷アームの側面に起因する
。突き当たる手段、この場合回転ラッチの表面は、接触面に直接対向して配設され、両方
の表面は、小さい間隙によってのみ分離される。好適には、この間隙は、幅０．５ｍｍ以
下で、特に好適には幅が０．２ｍｍ以下で、さらにより好適には、幅が０．１ｍｍ以下で
ある。ラッチを掛けた状態で、間隙がより狭いほど、不利にもロックに入り込むことがで
きるダストがより少なくなる。小さい間隙を維持することによって、把持機構の作動をよ
り困難にする可能性がある摩擦力が避けられる。好適には、回転ラッチの表面は、完全施
錠位置および中間施錠位置で、構成部品の１つの接触面に向かって突き当たる。すべての
把持機構のラッチ係合位置で、ロックでのダストの侵入は減少する。把持機構の開錠位置
で、回転ラッチの回転防止面が構成部品の接触面に向かって当接する場合、回転ラッチの
表面は、構成部品の接触面に接触する。次いで構成部品の接触面に向かって当接する回転
ラッチの表面は、具体的には、回転ラッチの回転防止面である。まず最初に、この配設は
、開錠位置で、より大きい開錠力をもたらす可能性があるいかなるダストが回転ラッチの
回転防止面の上に積もるのも防止する。この配設は、開錠位置で、いかなるダストが把持
機構に入り込むのも防止する。これは、開錠力の増加の防止に貢献する。
【００１２】
　把持機構が、中間施錠位置および完全施錠位置を包含する場合、その開錠位置では、回
転ラッチの回転防止面は、完全施錠位置でラッチを掛けるのに使用される接触面に向かっ
て当接する。特に、ダストの堆積の場合、完全施錠位置に対する回転ラッチの回転防止面
は、開錠力の増加を生じるので、回転ラッチのこの回転防止面は、ダストに対して有利に
も保護される。
【００１３】
　開錠位置で、接触面に向かって当接する回転ラッチの回転防止面は、一実施形態では、
金属で作成される。好適には、接触面を備えた構成部品は、エラストマーで作製される。
接触面を備えた構成部品がエラストマーで作成される場合、把持機構の開錠状態で、有利
な特に緊密な接続が回転ラッチの回転防止面と接触面との間に作り出される。特に、これ
は、開錠力の増加を生じる可能性があるいかなるダストの侵入も効果的に防止する。
【００１４】
　一実施形態では、接触面を備えた構成部品は、接触面に突き当たる、または接触面に対
向して配設される２つの壁部のうちの１つによって側方で支持される。壁部は、接触面を
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備えた構成部品の安定した位置付けに貢献する。したがって、接触面を備えた構成部品の
ダスト防止効果は、さらに改善される。
【００１５】
　構成部品の数を最小限にするために、前記２つの壁部のうちの１つは、好適には一体部
品で作成され、かつ好適にはプラスチック製のロックハウジングで接続される。
【００１６】
　好適な実施形態では、接触面を備えた構成部品は、同時に、締め付けボルトおよび／ま
たは回転ラッチのための減衰部材である。減衰部材の実施形態および利点は、独国特許出
願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開示される。接触面を備えた構成部品が
締め付けボルトおよび／または回転ラッチに対する減衰部材でもあるとき、この実施形態
の既知の利点も、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開示される
様式で、このロックにより達成することができる。独国特許出願公開第１０３　２０　４
５７　Ａ１号明細書のそれぞれの開示内容を、本発明に包含する。
【００１７】
　好適には、減衰部材は、装填溝に対するＬ字型の挿入部材独国特許出願公開第１０３　
２０　４５７　Ａ１号明細書として設計される。加えて、減衰部材の一実施形態は、接触
面を包含する突出した伸張部分を含む。一体成形体設計は、構成部品の数を最小限に保つ
。
【００１８】
　具体的には、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開示される様
式で、および開示される理由のために、減衰部材の長いＬ脚部は、保持脚として設計され
、減衰部材の短いＬ脚部減衰部材は、締め付けボルトおよび回転ラッチに対する減衰脚と
して設計される。
【００１９】
　好適には、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７Ａ１号明細書に開示される様式で
、および開示される理由のために、保持脚は、装填溝内への横断方向の滑動を容易にする
凹部を含む。具体的には、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開
示される様式で、および開示される理由のために、減衰脚は、内側に締め付けボルト停止
面、および外側に回転ラッチ停止面を含む。好適には、独国特許出願公開第１０３　２０
　４５７　Ａ１号明細書に開示される様式で、および開示される理由のために、切込み部
および装填溝は、本質的に平行に、かつ相互に配設される。一実施形態では、独国特許出
願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開示される様式で、および開示される理
由のために、切込み部および装填溝は、ロックハウジングに対する切込み挿入部材をとも
に形成する。好適には、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明細書に開示
される様式で、および開示される理由のために、減衰脚は、少なくとも部分的に切込み挿
入部材から突出する。具体的には、独国特許出願公開第１０３　２０　４５７　Ａ１号明
細書に開示される様式で、および開示される理由のために、減衰部材は、例えば、緊急ロ
ッキング工具を挿入するための一時的に閉鎖したカバーを含む。
【００２０】
　本発明の一実施形態は、回転ラッチがその上に当接する線形の起部を含む。特に、回転
ラッチは、すべての位置で、前記線形隆起部の上に当接する。線形の起部は、好適には、
減衰部材または接触面を備えた構成部品の、段階または突出部から開始し、具体的には、
当初はロックの切込み部に平行に延在する。切込み部の内側の基部上では、一実施形態で
は、弓型形状の隆起部は、切込み部から出発して、当初はこの内部端部、またはこの切込
み部の基部の周辺を弓型形状に延在する。線形隆起部は、ダストがロックに入るのを防止
するためにさらに貢献する。線形隆起部は、具体的には、ロックハウジングの壁部の一部
である。
【００２１】
　本発明は、以下に図を参照して詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】図１は、回転自在に搭載された回転ラッチを有する、ラッチ係合把持機構を示す
。
【図２】図２は、開錠位置の把持機構を示すものである。
【図３】図３は、減衰部材を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、回転自在に取り付けられる回転ラッチ１および回転自在に取り付けられる爪部
２を備える把持機構を示す。図１では、把持機構は中間施錠位置にある。回転ラッチ１の
金属の回転防止面３は、爪部２の金属の回転防止面４に対して押し付けられる。したがっ
て、回転ラッチ１は、開錠位置で、反時計方向に回転することができない。
【００２４】
　回転ラッチ１は、完全施錠位置で、爪部２の回転防止面４に対して押し付けられる、さ
らなる金属の回転防止面５を含む。図１に示す回転ラッチ１が時計方向にさらに回転する
と、把持機構は最終的にこの完全施錠位置になるものと予想される。弾性材料から作成さ
れるリングによって形成される停止部材６は、回転ラッチ１の、時計方向に加えて、図２
に示すように反時計方向の回転運動を制限する。
【００２５】
　プラスチックのロックハウジングの壁部７は、図１に示される回転ラッチ１の下方に位
置付けられる。このプラスチックの壁部７の下方に、回転自在な取り付けを提供するため
に、金属の、具体的にはＵ字型の、回転ラッチおよび爪部の穴部８および９通って延在す
る軸を保持する、強化プレートが提供される。総じて、強化プレートは、ロックの切込み
部の周りにＵ字型で延在する。Ｕ字の２つの脚部は、２つの前記軸を収容する穴部を含む
。把持機構の図を遮らないように、ロックケースの金属の側壁１０のみが示される。した
がって、図１の金属のロックケースの基部は、回転ラッチ１の上方および爪部２の上方に
位置付けられる。側壁１０は、ロックケースの基部に対して直角に形成される。ロックハ
ウジングの側方タブ１１は、ロックケース側壁１０の凹部に係合し、ロックハウジング壁
部７をロックケースに固定する機能を果たす。ロックハウジング壁部７は、ロックハウジ
ングの垂直壁１２との一体部分を形成する。ロックハウジング壁部７から２つの壁部１２
への移行は、各々の場合、直角に形成される。ロックプレートの近接領域を含めて、壁部
１２は締め付けボルトのために切込み部を形成する。切込み部は、一方の側をロックハウ
ジングの壁部によって覆うこともできる。壁部１２は、内側がそれぞれに向かって漏斗状
の形状であり、最終的に、エラストマーで作製される、回転ラッチの下方の平面上に位置
付けられる、概してＬ字型の減衰部材の短い脚部１３に向かって突き当たる。短い脚部１
３は、２つの壁領域１２によって形成される漏斗状部の基部を打つ締め付けボルトをダン
ピングすることができる。短い脚部１３は、したがって、減衰脚とも称される。
【００２６】
　突出部１５とは別に、好適には、Ｌ字型の減衰部材が配設され、独国特許出願公開第１
０３２０４５７Ａ１号明細書に開示されるのと同一の様式で動作する。
【００２７】
　減衰部材は、固定用脚部とも称される長い脚部１４を含み、その端部では、突出部１５
は図１で上向きに延在するように配設される。突出部１５は、回転ラッチ１の主たる回転
防止面５に対する、把持機構の開錠位置での接触面１６、および接触面２４を備える、構
成部品を構成する。回転ラッチ１の負荷アームの少なくとも側方曲線部２５は、完全施錠
位置で接触面２４に突き当たる。減衰部材は、一体成形体であり、エラストマーから作製
される突出部１５を包含する。突出部１５の２つの壁領域は、ロックハウジングの壁領域
１７に加えて、ロックハウジングのウェブ１８によって支持される。支持壁領域１７は、
ロックケース表面７から見ると垂直上向きに延在する。ウェブ１８は、同一の様式で、こ
れも垂直上向きに延在する側壁を包含する。ウェブ１８のかかる側壁は、垂直上向きに延
在し、前記側壁に向かって突き当たる突出部１５を支持する。
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【００２８】
　ロックハウジング壁部７は、当初は切込み部の側方の境界と平行に延び、この場合、ほ
とんど直線状の線形隆起部２６を含む。具体的には、線形隆起部の一端は、減衰部材の持
ち上がった領域に向かって、特に図３に示す減衰部材の段部２３に当接し、または接触面
を備えた構成部品の突出部１５に直接向かう。切込み部の内側の端部上で、線形隆起部２
６は切込み部から離れ、停止部材６の方向に弓型形状で延びる。その回転移動の間、回転
ラッチ１は常に線形隆起部２６の上、したがって任意の位置に当接する。概して、線形隆
起部は、ロックの内側に入る可能性のあるダストをより少なくするように貢献する。
【００２９】
　それぞれの線形隆起部２７が、爪部２のために提供される。爪部２は、この線形隆起部
２７上に、それぞれの位置で当接する。ここでも、これは、ロックの重要な部分に入るダ
ストの量を低減する。
【００３０】
　図２は、開錠位置にある把持機構を示す。回転ラッチ１の回転防止面５は、突出部１５
の接触面１６に向かって上述の様式で当接し、ダストの侵入を防止する。円形の停止部材
６は、回転ラッチ１の、反時計方向の回転移動も制限する。回転防止面４を包囲する爪部
２のアームは、回転ラッチ１の側方の曲線部に向かって、前記ラッチを掛けることなく当
接する。概して、接触面６は、回転ラッチ１の回転移動を、解錠方向に、すなわち図２で
反時計方向に制限するために十分である。したがって、停止部材６は、移動を制限するた
めに必要とは限らない。
【００３１】
　図３は、短い脚部１３、長い脚部１４、および長い脚部１４の一端から突出する突出部
１５を備える一体成形体減衰部材の好適な実施形態を示す。
【００３２】
　短い脚部１３は、好適には凹部１９を含み、側面２０を打つ締め付けボルトの改善され
たダンピングを提供する。長い脚部１４は、好適には、穴部２１の内径に対応し、好適に
はわずかにより大きい外径を備える、ボルト（図示せず）がその中に挿入される、穴部２
１を含む。ボルトは、相当する非弾性材料、特に硬質プラスチック材料で作成される。こ
れは、減衰部材が、好適にはボルトがその中クリップ留めされる、それぞれの凹部内へ挿
入されるとき、減衰部材の安定性を改善する。凹部は、ロックハウジングによって形成す
ることができ、または一体成形体を形成するように接続することができる。好適には、凹
部は、結果として安定化される切込み部の壁部１２によって部分的に形成される。選択的
に提供された減衰部材のリブ付きの側面は、前記凹部の挿入を容易にする。好適には、突
出部１５を備える（上）面と対面する（下）面は、減衰部材の前記凹部内への挿入を制限
し、ひいては正しい挿入を確実にする側方に突出する面２２を含む。前記凹部は、挿入さ
れたとき、減衰部材の凹部内への保持を改善するために、突出部１５を備える（上）面と
対面する（下）面に向かって突き当たる突出するタブを包含することができる。タブは、
好適には、一体成形体を形成するようにロックハウジングにも接続される。（上）面上に
選択的に提供された段部２３は、突き当たる突出部１５の安定性をさらに改善するために
、この目的で提供されたスロット内に凹部内で挿入することができる。
【符号の説明】
【００３３】
　１...回転ラッチ
　２...爪部
　３...中間施錠位置に対する回転防止面
　４...爪部の回転防止面
　５...完全施錠位置に対する金属の回転防止面
　６...停止部材
　７...ロックハウジング壁部
　８...回転ラッチの穴部
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　９...爪部の穴部
　１０...ロックケースの金属の側壁
　１１...ロックハウジングの側方タブ
　１２...ロックハウジングの壁部
　１３...短い減衰脚
　１４...長い保持脚
　１５...突出形状の接触面を備えた構成部品
　１６...構成部品の接触面
　１７...ロックハウジングの壁領域
　１８...ロックハウジングのウェブ
　１９...減衰脚の凹部
　２０...減衰脚の側面
　２１...保持脚の穴部
　２２...側方に突出した減衰部材の面
　２３...減衰部材の段部
　２４...接触面
　２５...側方曲線部
　２６...回転ラッチに対する線形隆起部
　２７...爪部に対する線形隆起部

【図１】 【図２】
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